
 

 

奄美市ワーケーション企業等誘致促進事業 
 

1 趣旨 
 本市へ継続してワーケーションに来てもらうために，テレワークを導入している個人・企業に対し，市内

のコワーキングスペースやレンタルオフィス等のワーケーションが実施できる施設を利用してもらい，テレワー

ク等柔軟な働き方ができる環境が整っていることを知ってもらう必要があります。 

 このことから，当事業では，群島外在住の個人事業主又は群島内に事業所を有しない企業を対象

とし，市内のコワーキングスペース等を利用するワーケーションを実施する企業に対する支援を行います。 

 

 

2 補助金の金額 
 補助対象経費(税抜)の 1/2 に相当する額以内（上限 30万円） 

 

 

3 対象となる事業 
※対象となる事業は以下の要件を満たすことが必要です。 

(１) 次のいずれかに該当すること。 

ア 個人事業主本人が，ワーケーションを行うこと。 

イ 個人事業主又は法人企業が，その属する社員等にワーケーションを行わせること。 

(２) 市内に３泊以上し，かつ，４日以上滞在すること。 

 

 

４ 事業実施期間  
 補助金交付決定日～令和８年 2 月 13 日（金）まで 

  

 

 



 

 

5 補助の対象経費 
事業を実施するための直接必要となる経費 

※ 領収書，明細書等が明らかでないものについては経費として認められませんので，ご留意ください。 

（１）補助対象経費 

経費の内容 経費の詳細 

交通費 ワーケーション実施前の滞在地～本市への移動、島内の移動、本

市～次の滞在地への移動に係る費用 

宿泊費 市内における宿泊費 

施設利用料 コワーキングスペース又はレンタルオフィスの利用料 

アクティビティ費用 アクティビティ費用 

その他 その他，市長が必要と認める経費 

 

※交通費に関しては，合理的な経路及び経済的な利用料金を補助対象とします。 

※宿泊施設は，旅館業法及び住宅宿泊事業法に規定する施設（旅館，ホテル，簡易宿所，下宿

及び民宿）とします。 

（２）補助対象外経費 

・航空機の座席をファーストクラス又はビジネスクラスにした場合の追加料金 

・乗船券の等級を特等又は１等にした場合の追加料金 

・鉄道の座席をグリーン車にした場合の追加料金 

・航空会社又は宿泊予約サイトにおいてポイントを利用して支払った経費 

・旅行代理店へ支払う手数料 

・取消料，キャンセル料 

・振込手数料又は，代引手数料 

・参加者の食費 

・消費税及び地方消費税等 

・その他市長が適当でないと認める経費 

※ 記載されていない経費については，担当課（奄美市 商工観光情報部 紬観光課）へお問い合

わせください。 

 

6 問合せ先 

奄美市紬観光課 電話：0997-52-1148 


